
問合せ先：相続寺子屋東京事務局　墨田区太平4-18-9佐藤様方　☎090-9014-8106 （髙橋）

講 師：髙 橋  一 雄
NPO法人　相続アドバイザー協議会　常務理事

相続寺子屋東京　代表

プロフィール：昭和38年福島県生まれ　昭和54年海上自衛隊入隊

平成３年宅地建物取引士登録　平成７年土地家屋調査士登録　平成

８年測量士登録　平成９年測量会社設立　平成18年土地家屋調査士

法人設立　平成19年公認不動産コンサルティングマスター登録　平

成19年相続アドバイザー養成講座講師　平成22年NPO法人相続ア

ドバイザー協議会理事　上級相続アドバイザー　平成31年合同会社

髙橋商店設立代表社員　令和３年日本大学大学院前期博士課程修了

髙橋一雄土地家屋調査士事務所 代表

内容：相続は財産だけでなく責任も引き継ぐ

・相続財産の全体像

・見落とされやすい財産

・借金・保証債務

・相続財産に含まれないもの（保険金など）

・ゴール：相続放棄を考える判断軸を持つ

・

定員先着１０名要予約　☎090-9014-8106（髙橋）

１３時３０分～講義　１４時３０分～質疑応答

１５時～個別無料相談会（１組限定要予約）

～プラスの財産とマイナスの財産～

次回は令和８年５月１３日（水）１３時３０分～１５時００分

曳舟文化センターで開催します。(定員先着１０名要予約)

URL　https://www.taka84-shouten.com　に掲載

相続寺子屋東京主催（第１１３回）

日時／ 令和8年4月7日(火) 13:30~15:00

場所／ 曳舟文化センター　２階　第２会議室

初めて学ぶ相続の基礎 （全12回）

住所／ 墨田区京島１－３８－１１

第４回《相続財産とは何か？》

相続寺子屋区民講座（無料）


